
                     

 

神宮外苑地区第一種市街地再開発事業の権利変換処分について 

 

１ 権利変換処分の内容  

 ⑴ 名 称：神宮外苑地区第一種市街地再開発事業 

 ⑵ 施行者：三井不動産㈱、明治神宮、伊藤忠商事㈱、独立行政法人都市再生機構 

 ⑶ 処分日：令和７年１２月２５日 

 ⑷ 区に係る権利変換の内容 

 ① 従前権利の状況 

所 在：東京都新宿区霞ヶ丘町１８番２の一部及び１０４番の一部 

面 積：３，５４４．７０㎡ 

価 額：３，１９０，２３０，０００円 

  ② 従後権利の状況（複合棟Ｃ） 

    ア 施設建築敷地に関する権利（所有権） 

      面 積：１，２９３．１７㎡ 

      概算額：２，３６１，６８８，０００円 

    イ 施設建築物に関する権利（所有権） 

      床面積：１，２００．０５㎡ 

      概算額：８２８，５４２，０００円 

  ③ 従後権利の状況（公共施設） 

     種 別：区画道路 

帰 属：新宿区 

面 積：約３，９１０㎡（幅員：約１５ｍ、延長：約２１６ｍ） 

２ 権利変換期日 

  令和７年１２月２６日 

３ 従前権利と従後権利の算定の根拠 

都市再開発法第８０条、第８１条、第８２条 

 


